
第１０８７号　1２０１４年１０月１０日

茨城の教育 茨城県高等学校教職員組合
310-0853 茨城県水戸市平須町表原 1–93
TEL 029-305-3075  FAX 029-305-3317

www.ihsfu.net

　茨城県人事委員会（江橋湖三郎
委員長）は、10 月３日、茨城県
議会と茨城県知事に対し、県職
員（31,122 人。内訳は表のとおり）
の給与に関して勧告をおこなっ
た（www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/
iinkai/jinji/kankoku.html 表と図も
そこから引用）。勧告のおもな内
容はつぎのとおり。

（1）月例給を若年層を重点に、
平均 0.3% 引き上げる。

（2）期末・勤勉手当のうち勤
勉手当を 0.15 月引き上げる。

（3）初任給調整手当引き上げ。
（4）国に準ずることを基本と

して、新たな給料表に切り
替え、給料表の水準を全体
として引き下げる。（給料表
の引き下げは 2015 年４月１日
から 3 年かけて完成させる）

（5）地域手当を見直す。（現在
3％を３年間で全県一律６％に）

　このうち、（1）の月例給引き
上げは2007（平成19）年の0.15%
引き上げ以来７年ぶり、（2）の
ボーナス引き上げも 0.05 月分引
き上げた同年以来である。
　月例給が 2009–2011 年に合
わせて0.72%引き下げられ、ボー
ナスは 2009–2010 年に合わせ
て 0.5 月分引き下げられたほか、
2012 年度からの退職手当大幅
引き下げなどにより地方公務員
給与水準が一貫して低下してき
たなかで、今回の勧告の（1）〜
（3）がそのとおり実施されれば、
かろうじて一時的に引き下げ傾
向が停止する形になった。
　しかし、８月の国家公務員給
与に関する人事院勧告をうけて、

地方公務員の賃金引き下げとな
る（4）の給与制度の総合的見直
しを勧告したことは問題である。
　「給与制度の総合的見直し」と、
わかりにくい言い方であるが、
要するに給与水準の大幅引き下
げをおこなうというもので、８
月の人事院勧告をそのまま引き
写しにしたものである（本紙第
1085 号参照）。そもそも民間給与
との格差を毎年調査して、その
分の給与を引き上げるというの
が、人事院勧告制度（国家公務員）
と人事委員会勧告制度（地方公務
員）の基本であるが、根拠なく
単純に公務員給与を引き下げる
ことにすると、もはや民間給与
と比較し格差分を引き上げとい
う制度趣旨は維持できなくなる。
　制度の根本にかかわる問題を
含んだ勧告であった。❖

７年ぶりの月例給・勤勉手当引き上げの一方で給与水準引下げ勧告
人事院追随姿勢つよめ県職員の生活を圧迫する県人事委員会

ジム・クロウ法の時代 ー “分離しても平等” という差別正当化論
必修〈道徳〉は生徒の道徳性の発達をうながすか？（第37回）

「まだ夢がある」と語る M. L. キングにとっての「現状」　（第 3 回）

アメリカ憲法の修正条項

　前回見たように、アメリカ合
州国憲法は 1788年の制定当初は
「権利章典 Bill of rights」を欠い
ていた。このため、1791年の修
正第１条から修正第 10条までの
追加にはじまり、たびたび人権
に関する修正条項の追加という
形での憲法改正がおこなわれた。
キングの演説 “I Have A Dream”
を聴くうえで必要な範囲で概要
を見ていく。
　修正第９条は、「この憲法に一
定の権利を列挙したことをもっ
て、人民の保有する他の諸権利
を否定し denyまたは軽視した
disparageものと解釈してはなら
ない。」と規定する。憲法は人民
がすでにあらかじめ保有する権
利を追認するのであって、憲法
が人民に権利を与えるのではな
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ということを誤解の余地なく
明言している（本紙第 1075 号）。
　その上で、例えば、信教の自由、
言論・出版・集会の自由（修正第
１条）、不合理な捜索・逮捕・押
収の禁止（修正第４条）、迅速な
公開の裁判を受ける権利（修正第
６条）、残虐で異常な刑罰の禁止
（修正第８条）など、さまざまの
権利が列挙されている。これら
は日本では 20世紀なかばの日本
国憲法ではじめて規定される内
容であるが、それに 150年以上
も先行している。
　さらに、陪審審理（修正第６条）、

民事事件における陪審審理（修
正第７条）など、近年日本でも重
大刑事事件での「裁判員裁判」
として導入がはじまった陪審裁
判制度が全面的に道入されてい
る。また、修正第５条は「法の
適正な過程 due process of lawに
よらずに、生命 life、自由 liberty
または財産 propertyを奪われる
ことはない。」と規定する。この
「デュープロセス」概念は、法学
教科書でよく言及される。アメ
リカ合州国憲法は、今なお日本
の法律制度や法学界・法曹界に
多大な影響を与え続けている（な
お、この修正第５条と、のちの修正
第 14条の「プロパティー」概念に
ついては、本紙第 1078号参照）。

銃の保有と携帯も基本的人権

　ただし、先例として参照する
のを躊躇する規定もある。
修正第２条　規律ある民兵
well regulated Militia は、 自
由な国家の安全 security of 
a free Stateにとって必要で
あるから、人民が武器を保
有しまた携帯する権利 right 
of the people to keep and bear 
Armsは、これを侵してはな
らない。

日本では銃や刀剣類の所持は法
律で規制（基本的には禁止）され
ているのだが、銃の保有どころ
か携帯

0 0

までを基本的人権として
憲法が保障するというのは、驚
くべきことである。

　ジョン・ロック（1632-1704）は、
侵害する他者を処罰する権利に
ついて次のとおり言う（『統治二
論』II-11、本紙第 1078 号参照）。
〔自然状態 natural condition
において〕損害を受けた
ものは、自己保存の権利
right of self-preservation に
よって、加害者の財貨また
は奉仕を自分のものにする
権力 powerをもつが、それ
は、すべての人間が、全人
類を保全する権利 right of 
preserving all mankind、また
この目的のために合理的な
こと reasonable thingsなら何
をしてもよいという権利に
よって、罪悪が再び行われ
ることを阻止するために罪
悪を処罰する権力 powerを
もつ〔からである。……〕
このように、自然状態にお
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いては
0 0 0

、すべての人間が殺
人を犯す者 murdererを殺す
権力をもつ。

国家設立以前の自然状態におい
ては各人が自分のプロパティー
（生命 life・自由 liberty・資産 estates）
を守るためにすべてをなしうる
権利を持つ。各人が侵害者を処
罰する権利を行使する状態は戦
争状態 condition of warであり、
かえって自己保存が困難になる。
そこで自然権を放棄（＝委譲）
し国家を設立する。−これが
独立宣言と憲法修正条項が拠っ
て立つ社会契約論のロジックな

平成26年4月1日現在の給与勧告の対象職員は，31,122人(平均年齢43.7歳)（注１）です。
このうち，民間給与との比較を行っている行政職は，5,938人(平均年齢43.4歳) （注２）,

給与勧告対象職員の19.1％となっています。

（注１）平成26年職員給与実態調査の対象職員(休職中，育児休業中の職員や再任用職員，非常勤及び臨時の職員等を除く。)の人数等である。
（企業職員，病院事業職員及び技能労務職員は，職員給与実態調査及び給与勧告ともに対象外のため，この数字に含まれていない。）

（注２）行政職給料表の適用を受ける職員から，平成26年４月１日付け新規学卒の採用者等を除いたもの
（注３）年齢は，平成26年４月１日現在の満年齢
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１－① 給与勧告の対象職員

給料表 職員の例 職員数
(人)

平均年齢
(歳)

行政職 県庁等の行政職員 6,055 43.0
公安職 警察官 4,651 38.8
海事職 船員 22 48.7
教育職（一） 県立医療大学の教員 105 48.3
教育職（二） 高校，特別支援学校の教員 5,778 44.8
教育職（三） 小・中学校の教員 13,702 45.4
研究職 研究員 259 40.3
医療職（一） 医師，歯科医師 20 45.7
医療職（二） 薬剤師，栄養士 278 40.2
医療職（三） 保健師，看護師 191 40.5
福祉職 児童指導員，職業指導員 53 45.3
特定任期付職員 特定任期付職員 3 58.6
第２号任期付研究員 任期付研究員（若手育成型） 5 33.9

計 31,122 43.7

教育職

（三）

44.0%

行政職

19.5%

教育職

（二）

18.6%

公安職

14.9%

その他

3.0%

給与勧告
対象職員
31,122人

本年４月時点の民間給与との較差が 1,092円（0.29％）であったため，以下のとおり給料の
改定（９０５円，改定率0.24％）を行うこととしました。

１－④ 民間給与との較差
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民間給与

380,839円

職員給与

379,747円

1,092円(0.29％）較差
給料 878円

はね返り分 27円

改 定

（注1） 「はね返り分」とは，地域手当等のように，給料等の一定割合で手当額が定められているため，給料の改定に伴い手当額が増減す
る分をいう。

（注2） 本県では，従来から総合勘案方式（民間の給与をはじめ，国及び他の都道府県並びに物価及び生計費の動向を総合的に勘案）によ
り，国に準じた給料表での改定を行っているが，国準拠の給料表に改定した場合，県職員の級号給の人員分布や手当の受給状況が国
とは異なるため，必ずしも較差と改定額は一致しないこととなる。

改定額 905円
（改定率 0.24％）

【上図】民間給与との比較　　
（はね返り分とは、手当のアップ分）

【左表】茨城県職員の内訳　
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のだが、アメリカ人民は国家設
立後も、侵害者を殺す権力とし
ての自然権を原形のまま保持し
ているのである。これは論理矛
盾というほかない。民兵制度が
必要だから武器保有の権利を保
障するという、説得力のないこ
じつけを持ち出さざるを得ない
のはそのためである。憲法を改
正しない限り根本的な銃規制を
実行できないというのが、アメ
リカ社会の現実なのである。

奴隷制・人種差別禁止条項

　2014年８月 13日、ジョン・
ケリー国務長官は、ハワイ州の
ホノルルでおこなったアメリカ
政府のアジア太平洋政策に関す
る講演の冒頭で、次のように述
べた（archive.benchmarkemail.com
/ircjapan/newsletter/20140818_security）。
米国では、憲法に奴隷制度
が記述されてから、削除さ
れるまでに長い年月を要し

たことは余りにもよく知ら
れています。そして、それ
を削除するための困難をよ
く知っています。ですから、
今日、世界を見ると、複雑
で、困難で、騒然としており、
不安定ではありますが、実
は、アジア太平洋地域にとっ
て重要な問題に何十年もか
けて取り組んできた私たち
の多くにとって、今という
時代は、特別に刺激的です。

具体的には、議員定数等の算出
根拠となる人口統計において、
「自由人以外」つまり奴隷の人口
を「５分の３」に換算するとし
ていた憲法第１条第２節第３項
が、修正第 14条第２節により失
効したこと（条文そのものは残存。
前号参照）を指している。だが、
ケリーのいささか呑気な発言と
は裏腹に、1788年から 1868年
までの 80年という「長い年月」
を要したにもかかわらず、黒人

差別問題は解決しなかった。
　すなわち、憲法改正、具体的
には修正第 13条による奴隷制度
の禁止と、修正第 14条による法
の平等な保護、修正第 15条によ
る投票権に関する人種差別禁止
（条文は左下欄）にもかかわらず、
黒人差別は解消しなかった。そ
れどころかあらたに黒人差別体

0 0 0 0 0 0 0 0 0

制が作り出された
0 0 0 0 0 0 0 0

のである。
　キングが「〔奴隷解放宣言か
ら〕百年の後、黒人の生活はま
だ still 隔離 segregationの手

て か せ

枷と
差別 discriminationの足

あしかせ

枷によっ
て痛ましく縛られている」と述
べる「 隔

セグレゲイション

離 」について具体的
にみていく（§3／引用については
第 1085号参照）。

厳密かつ徹底的な分離

　1896年、プレッシー対ファー
ガスン事件で連邦最高裁が判決
をくだした（アメリカの裁判は「原
告対被告」ないし「上訴人対被上訴
人」で表記されるのが通例。ファー
ガスンはプレッシーに有罪判決を下
したルイジアナ州裁判所判事）。
　鉄道車両における白人と黒人
の分離を義務付けるルイジアナ
州法（1890年）違反により、白
人専用車両に乗車したホーマー・
Ａ・プレッシーの有罪が確定し
た。黒人のプレッシーが白人専
用車両に乗車した事実に争いは
ないから、有罪か無罪かを決定
する争点は、白人と黒人の分離
を義務付ける州法が合憲か違憲
か、だけであった。連邦最高裁は、
この州法は合衆国憲法に違反し
ないこと、すなわち白人と黒人
の分離は合憲であると判断した
のである。これが、「分離しても
平等 separate but equal」という原
則である。以後、この人種差別

原則は、ブラウン対教育委員会
事件の連邦最高裁判決（1954年）
で否定されるまで 50年以上にわ
たって維持された。
　この人種隔離立法の異常性は、
「黒人」の定義をみると一層際立
つ。プレッシーは、法に違反し
た黒人として訴追されたのだが、
曾祖父母８人のうちひとりだけ
が黒人で、のこりの７人は白人
であった。しかし、ルイジアナ
州法はプレッシーを「黒人」と
みなす。ここに人種主義 racism
の極度の非合理性が現れている。
（これは過去のものではない。バラ
ク・オバマは黒人としては

0 0 0 0 0 0

最初のア
メリカ大統領とされる。彼の父バラ
ク・オバマ・シニアはアフリカのケ
ニアからハワイ大学に留学していた
黒人の学生だが、母アン・ダナムは
黒人ではなく、祖先はイングランド
人・アイルランド人・アメリカ先住
民のチェロキー族だとされる〔本紙
第 1012号〕。バラク・オバマは祖先
の２分の１が非黒人なのに何の疑問
もなく「黒人」と表象される。）
　このルイジアナ州法は、「ジム・
クロウ法」と総称される一連の
黒人差別立法の一例である（「ジ
ム・クロウ」の名称は、黒人奴隷を
題材とする芸人トマス・D・ライス
〔1808–60〕の芸能ショーの登場人
物名に由来するとされる）。これら
の人種差別的立法は奴隷制時代
の慣習的な分離に由来するので
はなく

0 0

、また南北戦争直後から
「 再
リコンストラクション

建 」期にかけての南部諸
州の「ブラック・コード」（解放
奴隷に対する規制法）とも異なる

0 0 0

。
学校・鉄道・船舶・食堂・病院・
孤児院・劇場・ホテルなどあら
ゆる施設での厳密かつ組織的な
白人と黒人の分離が法律によっ
て義務付けられる。分離は、エ

レベーター・トイレ・プール（水
の交換直前だけ黒人が使用）・切符
売り場・電話ボックス・待合室・
車両・教科書（アメリカの教科書
は貸与制である）などにも及んだ。
小学校は白人専用学校と黒人専
用学校に分離され、大学への黒
人の入学は許されなかった（パッ
プ・ンディアイ『アメリカ黒人の歴
史』2010 年、創元社、36頁以下）。

〈連邦主義〉と〈州の自治〉

　こうした州法によるあきらかな
人種差別立法は、州権主義と連邦
主義の相克という建国以来の制度
対立を背景に、連邦議会と必ずし
も同一歩調をとらない連邦最高裁
によって容認され、それどころか
憲法上正当化されることになる。
　これに先立ち連邦最高裁は、
1873年のいわゆるスローターハ
ウス事件で、修正第 14条につい
て最初の解釈を示していた。「い
かなる州も合州国市民の特権また
は免除を制限する法律を制定しま
たは執行してはならない」とい
う規定は、「合州国市民の特権ま
たは免除」に限定されるのであっ
て、州が〈州の市民の特権または
免除〉を制限する州法を制定する
ことは、修正第 14条には違反せ
ず合憲であるという驚くべき論理
である。この事件は、名称のとお
り食
s l a u g h t e r h o u s e

肉加工工場の独占権付与をめ
ぐるものであって黒人差別とは無
関係であったが、修正第 14 条の
解釈に枠をはめることで、ジム・
クロウ諸法に合憲のお墨付きを与
える効果をもった（阿川尚之『憲
法で読むアメリカ史（全）』2013 年、
ちくま学芸文庫、266 頁以下）。
　1883年の公民権法事件で、連
邦最高裁はこんどは、修正第 14
条が禁じているのは州の行為で

あって、私人によるほかの私人に
対する権利侵害行為は対象とは
ならないとした。これにより様々
の非公営施設における隔離を違法
行為として処罰する連邦公民権法
（1883年）は、違憲とされた。（憲
法における基本的人権保障規定は、
国家による人権侵害を禁止し、国家
による人権実現努力を義務づける効
果を持つが、一方で〈私人間の人権
侵害については効力が及ばない〉と
する解釈は、アメリカ憲法のみなら
ず、日本国憲法に関しても有力な学
説である。しかしこの解釈は実際上
の権利侵害の多くを放置する結果を
招く。国家の行為と私人の行為の切
り分け方も含め、この公私区分論は
再検討されるべきだろう。）
　こうした一連の判例の延長線上
で、1896年のプレッシー対ファー
ガスン判決が出されたのであり、
憲法修正条項の空文化による人種
主義体制が社会をおおうように
なった。だとすると、ケリー国務
長官のいう憲法の奴隷制条項の削
除は、それだけではアメリカ史
においては決定的な意味を持たな
かったと言わざるをえない。
　ある「世界史」教科書は、「北
部主導による南部再建で奴隷は解
放されたが、アフリカ系アメリカ
人を黒人として法的・社会的に差
別する状態は、依然として存続し
た」としたうえで、注釈で「秘密
結社クー =クラックス =クラン」
に言及する（世 B301、東京書籍、
2012年）。しかし、19世紀後半以
降の人種主義体制は「依然として」
ではなく、新たに形成されたので
あり、しかもそれを主導したのは
狂信的な私的団体ではなく、ジム・
クロウ法を制定し運用する州 state
＝国家 stateに他ならなかった。

（つづく）❖

奴隷制と人種差別を禁じたアメリカ合州国憲法の修正条項

　〔1865 年〕修正第 13 条　第１節　奴隷 slaveryまたは意に反する苦役
involuntary servitudeは、犯罪に対する処罰として当事者が適法に有罪宣告を
受けた場合を除いて、合州国またはその管轄 jurisdictionに属するいずれの地
域内においても存在してはならない。〔第２節略〕
　〔1868 年〕修正第 14 条　第１節　合州国において出生しまたは帰化し、
その管轄権 jurisdictionに服するすべての人は、合州国およびその居住する州
Stateの市民 citizensである。いかなる州も合州国市民の特権 privilegesまた
は免除 immunitiesを制限する abridge法律を制定し makeまたは執行しては
enforceならない。いかなる州も法の適正な過程 due process of lawによらず
に、何

なんぴと

人からも生命 life、自由 libertyまたは財産 propertyを奪ってはならな
い。また、その管轄内にある何人に対しても法の平等な保護 equal protection 
of the lawsを拒んではならない。
　　第２節　下院議員は、納税義務のないインディアンを除いた各州の総人
口を計算し、それぞれの州の人口に応じて各州の間に配分されなければなら
ない。ただし〔略〕。〔以下第 5節まで略〕
　〔1870 年〕修正第 15条　第１節　合州国市民の投票権 the right of citizens 
of the United State to voteは、人種 race、体色 color、または従前の労役の状態
previous condition of servitudeを理由として、合州国または州により拒否され
または制限される be denied or abridgedことはない。〔第２節略〕


